第一種動物取扱業　登録申請について　

【必要書類】
□①第一種動物取扱業登録申請書（登録する業種ごとに必要）
[bookmark: _GoBack]□②申請者・動物取扱責任者（法人の場合は当該法人の役員も）が欠格事項に該当しないことを示す書類
□③※飼養施設の平面図及び立面図
□④※飼養施設付近の見取図（地図のコピー可）
□⑤動物取扱責任者が必要な要件を満たすことを証する書類　
　□実務経験を証明する書類
　□資格を有する免許等　もしくは　教育機関等の卒業証明書等
　　（認められる資格・教育機関については必ず事前にご相談ください）
□⑥※業務の実施の方法
□⑦※犬猫等健康安全計画
□⑧※登記事項証明書（3か月以内に取得したもの）
□⑨※役員の氏名及び住所の一覧
□⑩事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類　本人所有の場合：参考様式A
　　　　　　　　　　　　借家等の場合　：参考様式B
※注意事項
③④飼養施設がある場合のみ
⑥販売業、貸出業のみ
⑦犬猫等販売業者で、飼養施設がある場合のみ
⑧⑨申請者が法人の場合のみ
〇事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員および事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員となるものが動物取扱責任者と異なる場合は、別途各職員の要件を証する書類が必要

【手数料】県証紙を購入してください。
１業種の場合　7,500円＋7,500円×１＝15,000円
２業種の場合　7,500円＋7,500円×２＝22,500円
３業種の場合　7,500円＋7,500円×３＝30,000円

